
び
に
、「
海
外
の
国
立
公
園
で
は
入
園
料

を
取
る
の
が
普
通
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利

用
者
数
を
規
制
す
べ
き
だ
。」
と
い
う
発

言
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、
自
然
保
護
地
域
で

有
料
化
を
導
入
し
て
い
る
の
は
発
展
途
上

国
に
多
く
、
先
進
国
で
は
少
な
い
こ
と
が

正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
発
展
途
上

国
で
は
、
自
国
の
税
収
だ
け
で
は
管
理
予

算
が
不
足
し
、
利
用
者
の
多
く
が
海
外
か

ら
の
旅
行
者
で
あ
る
た
め
受
益
者
負
担
の

観
点
か
ら
有
料
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
で

は
場
所
や
施
設
に
限
っ
て
徴
収
さ
れ
る
場

合
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
国
立
公
園
体
系
の

ユ
ニ
ッ
ト
４
０
７
カ
所
（
自
由
の
女
神
な

ど
も
含
む
）
の
う
ち
有
料
な
の
は
１
２
７

カ
所
の
み
で
、国
立
公
園
59
の
う
ち
21
の

公
園
で
は
入
園
料
は
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
。 

入
園
者
が
多
く
、
入
り
口
が
明
確
な

公
園
や
一
定
の
区
域
で
入
園
料
が
徴
収
さ

れ
（
写
真
１
）、
そ
の
他
の
公
園
で
は
キ

ャ
ン
プ
場
な
ど
の
施
設
利
用
料
や
ツ
ア
ー

の
参
加
代
金
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。

入
園
料
の
金
額
は
、
最
も
一
般
的
な
７

は
じ
め
に

国
立
公
園
に
お
け
る
入
園
料
や
山
岳

地
の
入
山
料
と
い
っ
た
自
然
保
護
地
域
に

対
す
る
有
料
化
の
議
論
が
、
富
士
山
保
全

協
力
金
の
開
始
に
伴
い
再
び
盛
ん
に
な
っ

て
い
る
。

我
が
国
の
国
立
公
園
制
度
生
み
の
親
と

言
わ
れ
る
田
村
剛
は
、
１
９
５
６
年
（
昭

和
31
年
）
に
国
立
公
園
の
入
園
料
の
徴
収

方
法
、
徴
収
場
所
、
金
額
、
収
入
の
配
分

な
ど
に
つ
い
て
既
に
提
案
し
て
い
た
（
田

村
、
１
９
５
６
）。

有
料
道
路
や
マ
イ
カ
ー
規
制
な
ど
の

間
接
的
な
有
料
化
が
導
入
さ
れ
、
大
台

ヶ
原
お
よ
び
知
床
五
湖
に
お
け
る
利
用
調

整
地
区
の
認
定
手
数
料
の
徴
収
も
行
わ

愛
甲  

哲
也 2

国
立
公
園
の

有
料
化
に
対
す
る
利
用
者
の
意
識

―
―
ア
メ
リ
カ
有
料
化
実
証
実
験
と
大
雪
山
に
お
け
る
意
識
調
査
か
ら

北
海
道
大
学
大
学
院
農
学
研
究
院
　
准
教
授

れ
て
い
る
が
、
公
園
管
理
費
を
利
用
者
が

負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
（
伊
藤
、

２
０
０
５
）。

山
岳
地
に
お
け
る
過
剰
利
用
や
施
設

の
不
備
な
ど
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
現
場

の
要
請
を
背
景
に
、
協
議
会
が
施
設
使

用
料
と
し
て
協
力
金
を
徴
収
す
る
事
例

が
増
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
主
体
、
徴
収

方
法
、
金
額
、
使
途
、
体
制
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、
入
園
料
の
議
論
が
深
ま
り
、
国

民
の
理
解
を
得
た
上
で
実
施
さ
れ
て
い
る

と
は
残
念
な
が
ら
言
え
な
い
。
公
園
制
度

に
も
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
試

行
錯
誤
さ
れ
て
お
り
、
利
用
者
に
と
っ
て

は
極
め
て
分
か
り
に
く
い
。

過
剰
利
用
の
影
響
が
報
じ
ら
れ
る
た

9 特集◉入山料を問う
特集 2 国立公園の有料化に対する利用者の意識——アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から

写真1 イエローストーン国立公園入り口（右）と入場料掲示板（左）（寺崎竜雄提供）
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日
間
有
効
な
成
人
用
パ
ス
が
自
家
用
車
１

台
で
10
〜
30
ド
ル
、
歩
行
者
・
自
転
車
で

３
〜
15
ド
ル
と
公
園
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
ヨ
セ
ミ
テ
や
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
、

グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
は
も
ち
ろ
ん
高
い

が
、
比
較
的
有
名
な
エ
バ
ー
グ
レ
ー
ズ
や

ハ
ワ
イ
ボ
ル
ケ
ー
ノ
で
は
安
く
、
最
も
利

用
者
数
の
多
い
グ
レ
ー
ト
ス
モ
ー
キ
ー
は

無
料
と
な
っ
て
い
る
。
各
公
園
の
交
通
事

情
や
立
地
条
件
、
徴
収
コ
ス
ト
、
管
理
コ

ス
ト
、
人
気
な
ど
が
考
慮
さ
れ
、
地
域
の

利
害
関
係
者
と
も
調
整
し
な
が
ら
金
額

が
設
定
さ
れ
て
い
る（
表
１
）。

さ
ら
に
、公
共
の
自
然
保
護
区
を
有
料

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
利
用
の
一

部
を
排
除
す
る
可
能
性
の
議
論
も
不
足

し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
で
は
、

一
般
市
民
や
利
用
者
の
意
識
調
査
の
結
果

な
ど
を
参
考
に
、
低
所
得
者
層
へ
の
配
慮

の
た
め
年
に
数
回
は
無
料
開
放
日
が
設
定

さ
れ
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
た
め
の
年
間
パ
ス
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
の
無
料
パ
ス
な
ど

も
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
施
策
は
、
１
９
９
６
年
か
ら

始
ま
っ
たRecreational Fee D

em
on-

stration Program

と
呼
ば
れ
る
有
料
化

実
証
実
験
の
際
の
盛
ん
な
議
論
や
調
査

結
果
に
基
づ
い
て
お
り
、
我
が
国
の
今
後

10観光文化226号 July 2015

国立公園名 所在地（州、自治領） 自家用車 a) バイク a) 自転車
歩行者 a) 備考（追加の料金など）

33 Joshua Tree California 20 10 10 年間パス、キャンプ場使用料、ガイドツアー料金あり
34 Katmai Alaska - - - キャンプ場使用料、山小屋料金あり
35 Kenai Fjords Alaska - - - 山小屋料金あり
36 Kings Canyon California 20 10 10 セコイア国立公園と共通、年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
37 Kobuk Valley Alaska - - -
38 Lake Clark Alaska - - - 任意のバックカントリー利用届
39 Lassen Volcanic California 20 15 10 12月から4月15日まで自家用車割引、年間パス、団体ツアー料金あり
40 Mammoth Cave Kentucky - - - 洞窟ツアー料金、キャンプ場使用料、ピクニック用東屋料金あり

41 Mesa Verde Colorado 15 8 8 9月8日から5月21日まで割引、年間パス、団体料金、団体ツアー料金、ガ
イドツアー料金あり

42 Mount Rainier Washington 20 10 10
2015年5月に値上げ、2016年の値上げも計画中
年間パス、キャンプ場使用料、団体ツアー料金、ウィルダネス料金、クラ
イミング料金あり

43 North Cascades Washington - - - キャンピングカー料金、ボート係留料金あり
隣接する国有林との共通入域料

44 Olympic Washington 20 10 7 キャンプ場使用料、団体ツアー料金、ウィルダネスキャンプ料金あり
45 Petrified Forest Arizona 10 5 5 年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
46 Pinnacles California 10 10 5 年間パス、団体料金、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり

47 Redwood California - - -
隣接する州立公園で日帰り料金を徴収
キャンプ場使用料、バックカントリー料金（一部）、教育・研修施設使用
料金あり

48 Rocky Mountain Colorado 20 10 10 年間パス、Arapaho National Recreation Areaとの共通年間パス、団体
ツアー料金あり

49 Saguaro Arizona 10 10 5 年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
50 Sequoia California 20 10 10 セコイア国立公園と共通、年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
51 Shenandoah Virginia 20 15 10 年間パス、キャンプ場使用料、団体ツアー料金あり
52 Theodore Roosevelt North Dakota 20 15 10 年間パス、団体ツアー料金あり
53 Virgin Islands Virgin Islands - - - Trunk Bayのみ4ドル、係留料金あり
54 Voyageurs Minnesota - - - キャンプ場使用料、ボートツアー利用料金あり
55 Wind Cave South Dakota - - - キャンプ場使用料、洞窟ツアー料金あり
56 Wrangell - St. Elias Alaska - - - 避難小屋使用料（Esker Streamのみ）あり

57 Yellowstone Wyoming, Montana, 
Idaho 30 25 15 Grand Tetonとの共通パス、団体料金、団体ツアー料金、年間パス、バッ

クカントリー利用料金あり

58 Yosemite California 30 15 15
自家用車30ドルは4月から10月で、11月、12月、3月は25ドル
2015年3月1日に値上げ、さらに2016年よりバイクを20ドルに値上げ予定
年間パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり

59 Zion Utah 25 12 12
2015年7月1日に自家用車30ドル等の値上げ予定
団体料金、団体ツアー料金、年間パス、キャンプ場使用料、大型車両追
加料金あり

アメリカ国立公園局のホームページの各公園の"Fees & Reservations"のページから抽出。
a）特に注記のない場合は７日間有効の成人用パスの料金（アメリカドル）。
-：設定なし

◦学術・教育目的の団体利用は事前申請により無料
◦国有林などを含む全ての国立自然保護地域で利用できる年間パス、高齢者用生涯パス、障害者無料パス、ボランティア無料パス、軍人無料パスあり
◦ その他、公園ごとに商業用の動画・写真撮影、結婚式、散骨、イベント開催などの特殊利用には申請と料金の支払いが規定
◦ キング牧師生誕記念日、ワシントン生誕記念日と週末、国立公園ウィークの週末、国立公園局設立の日、国有地の日、復員軍人の日は無料開放（2015年で計9日間）
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11 特集◉入山料を問う
特集 2 国立公園の有料化に対する利用者の意識——アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から

の
議
論
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、

そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

ア
メ
リ
カ

有
料
化
実
証
実
験

国
立
公
園
に
お
け
る
入
園
料
の
徴
収

は
１
９
０
８
年
の
マ
ウ
ン
ト
・
レ
ー
ニ
ア

が
最
初
で
、
ヨ
セ
ミ
テ
で
は
１
９
１
３
年
、

イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
で
は
１
９
１
６
年
に

開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
導
入
箇
所
は
限
ら
れ
て
お
り
、

金
額
は
長
く
据
え
置
か
れ
、
利
用
者
の
増

加
と
管
理
コ
ス
ト
の
増
大
が
課
題
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
税
収
を
補
い
、
受

益
者
負
担
を
導
入
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

１
９
９
６
年
よ
り
内
務
省
国
立
公
園
局
の

国
立
公
園
に
加
え
て
、
農
務
省
森
林
局

管
理
の
国
有
林
、
魚
類
野
生
生
物
局
や

土
地
管
理
局
、
水
利
再
生
利
用
局
の
管

理
す
る
国
有
地
も
対
象
に
し
て
、
既
存
の

入
園
料
と
施
設
使
用
料
の
値
上
げ
と
新

規
の
有
料
化
の
実
証
実
験
が
開
始
さ
れ
た

（A
bsher, et al., 2008

）。

そ
れ
ま
で
は
財
務
省
に
い
っ
た
ん
は
納

め
ら
れ
て
い
た
入
園
料
収
入
の
80
％
を
、

徴
収
し
た
公
園
ま
た
は
地
域
が
保
有
し
、

申
請
し
た
事
業
の
執
行
に
使
用
で
き
る
こ

表1 アメリカ国立公園における主要な入園料（2015年6月現在）

国立公園名 所在地（州、自治領） 自家用車 a) バイク a) 自転車
歩行者 a) 備考（追加の料金など）

1 Acadia Maine 25 20 12 団体料金、団体ツアー料金あり
5月から10月のみ

2 American Samoa American Samoa - - -

3 Arches Utah 10 5 5
ユタ州南東部共通パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料、ガイド
ウォーク料金あり
値上げに関するパブコメを2015年2月に実施。値上げ予定

4 Badlands South Dakota 15 10 7 年間パス、団体ツアー料金あり

5 Big Bend Texas 25 20 12 団体料金、団体ツアー料金、キャンプ場使用料、バックカントリーキャン
プサイト使用料あり

6 Biscayne Florida - - - キャンプ場使用料、ピクニック用パビリオンのレンタル料あり

7 Black Canyon of the 
Gunnison Colorado 15 15 7 年間パス、団体ツアー料金あり

8 Bryce Canyon Utah 25 12 12 2015年7月に自家用車30ドル等に値上げ予定
キャンプ場使用料あり

9 Canyonlands Utah 10 5 5 ユタ州南東部共通パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり
値上げに関するパブリックコメントを実施中

10 Capitol Reef Utah 10 10 7 年間パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり
バックカントリー利用申請は無料

11 Carlsbad Caverns New Mexico - - 10 ガイドツアー料金あり
12 Channel Islands California - - -
13 Congaree South Carolina - - -
14 Crater Lake Oregon 15 10 10 団体ツアー料金あり
15 Cuyahoga Valley Ohio - - - アクティビティ料金あり
16 Death Valley California, Neveda 20 10 10 団体ツアー料金、キャンプ場使用料、ガイドツアー料金あり
17 Denali Alaska - - 10 年間パス、車乗り入れの抽選、バスツアー、クライミング料金などあり
18 Dry Tortugas Florida - - 5 キャンプ場使用料あり

19 Everglades Florida 10 5 5 年間パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料、バックカントリーキャン
プサイト使用料あり

20 Gates of the Arctic Alaska - - - バックカントリー利用のレクチャー受講必須
21 Glacier Bay Alaska - - -
22 Glacier Montana 25 12 12 11月から4月は割引、年間パス、団体ツアー料金あり

23 Grand Canyon Arizona 30 25 15 2015年にパブリックコメントも経て値上げ
年間パス、キャンプ場使用料、団体料金、団体ツアー料金あり

24 Grand Teton Wyoming 30 25 15
John D. Rockefeller、 Jr.記念公園道の通行含む
団体ツアー料金はイエローストーンと共通
12月中旬から4月は一日5ドル

25 Great Basin Nevada - - - キャンプ場使用料、キャンピングカー下水利用料金、洞窟ツアー料金あり
26 Great Sand Dunes Colorado - - 3 年間パス、キャンプ場使用料、団体ツアー料金あり

27 Great Smoky Moun-
tains

North Carolina, Tene-
nessee - - - キャンプ場使用料、ピクニック用パビリオンのレンタル料金あり

28 Guadalupe Mountains Texas - - 5 キャンプ場使用料あり
29 Haleakalā Hawaii 15 10 8 3日間の料金設定、団体ツアー料金、団体料金、ハワイ共通年間パスあり
30 Hawaii Volcanoes Hawaii 15 10 8 3日間の料金設定、団体ツアー料金、ハワイ共通年間パスあり
31 Hot Springs Arkansas - - - キャンプ場使用料、バックカントリーキャンプサイト料金あり

32 Isle Royale Michigan - - 4 1日の料金設定、年間パス、年間ボートパス、団体ツアー料金、キャンプ
場使用料あり
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と
に
し
た
（
写
真
２
）。

当
初
は
２
０
０
０
年
ま
で
の
予
定
で

あ
っ
た
が
、対
象
区
域
と
事
業
を
年
々
拡

大
し
て
、
２
０
０
４
年
ま
で
継
続
さ
れ
、

実
証
実
験
の
結
果
を
も
と
にFederal 

Lands Recreation Enhancem
ent 

A
ct

（
国
有
地
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
増
進

法
）
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
実

証
実
験
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
国
有

地
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
有
料
化
に
つ

い
て
盛
ん
に
研
究
と
議
論
が
行
わ
れ
た
。

当
時
の
議
論
や
各
地
で
の
実
践
を
も

と
に
、Laarm

an &
 Gregersen

（1996

）

が
有
料
化
の
手
段
や
意
義
、
実
施
す
る
上

で
の
原
則
、
配
慮
事
項
を
整
理
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
有
料
化
は
、
公
園
管

理
の
効
率
を
改
善
し
、
公
平
性
、
環
境
の

持
続
性
を
高
め
る
強
力
な
管
理
ツ
ー
ル
に

な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
種
類
は

入
園
料
、
利
用
料
、
営
業
料
、
特
許
料
、

許
可
手
数
料
、
目
的
税
、
寄
付
な
ど
が

あ
り
、
手
数
料
の
徴
収
や
管
理
予
算
の
補ほ

塡て
ん

、
管
理
コ
ス
ト
の
相
殺
、
利
用
規
制
な

ど
の
多
様
な
目
的
を
持
つ
。

た
だ
し
、
入
園
料
だ
け
に
収
入
を
頼
る

べ
き
で
は
な
く
、
部
分
的
に
も
徴
収
し
た

場
所
に
保
留
す
べ
き
で
、
対
象
地
の
特
性

に
応
じ
て
実
施
し
、
必
ず
し
も
全
て
の
場

所
に
適
用
す
る
必
要
は
な
く
、
信
頼
で
き

る
会
計
と
管
理
が
、
導
入
の
原
則
で
あ
る

と
指
摘
し
た
。
管
理
者
は
、
支
払
う
対

象
と
金
額
の
明
示
、
支
払
い
能
力
と
受
益

範
囲
の
公
平
性
や
経
済
的
効
率
性
・
徴

収
お
よ
び
運
営
コ
ス
ト
の
考
慮
、
地
元
住

民
や
外
国
人
、
学
生
へ
の
配
慮
が
必
要
と

し
た
。

有
料
化
の
根
拠
と
使
途
が
明
確
で
な

け
れ
ば
利
用
者
や
関
係
者
に
は
支
持
さ

れ
ず
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
利
害
関
係

者
を
含
む
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

実
証
実
験
の
最
中
や
事
後
に
は
、
一
般

市
民
や
利
用
者
の
認
知
度
や
有
料
化
へ
の

態
度
の
調
査
も
、
数
多
く
行
わ
れ
た
。

２
０
０
０
年
に
は
、
３
５
０
０
人
以
上

の
ア
メ
リ
カ
国
民
を
対
象
に
意
識
調
査

が
実
施
さ
れ
た
（Solop, et al., 2003

）。

市
民
の
95
％
は
実
証
実
験
を
知
ら
な
か
っ

た
が
、
実
際
に
国
立
公
園
を
利
用
し
た
人

の
う
ち
80
％
は
“
料
金
が
適
正
”
だ
と
回

答
し
た
。“
そ
の
収
入
を
徴
収
し
た
公
園

が
保
有
す
る
”
こ
と
も
、
92
％
が
賛
成
し

た
。
３
分
の
２
の
回
答
者
は
、“
よ
り
安

い
ほ
う
が
い
い
”
と
回
答
し
た
が
、
有
料

化
が
国
立
公
園
訪
問
の
障
害
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
訪
問
意
欲

に
つ
い
て
は
、
所
得
と
学
歴
が
低
い
ほ
ど
、

総
旅
行
費
用
の
高
さ
が
訪
問
を
阻
害
す

る
と
感
じ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

A
bsher, et al.（2008

）は
、
国
有
林

利
用
者
に
お
け
る
有
料
化
へ
の
態
度
を
、

３
回
に
わ
た
り
調
査
し
、
経
年
変
化
を
分

析
し
た
。“
税
金
と
料
金
の
両
者
を
収
入

と
す
る
こ
と
”
が
最
も
支
持
さ
れ
、“
有

料
化
せ
ず
に
資
源
を
保
護
す
る
た
め
の
閉

鎖
”
や
、“
劣
化
し
た
状
況
の
放
置
”
は

支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
使
途
は
、“
自
然

環
境
の
保
護
”“
ト
イ
レ
の
建
設
や
維
持

管
理
”“
ト
レ
イ
ル
の
維
持
管
理
”
の
順

に
支
持
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
傾
向
は
、
実

証
実
験
中
で
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
市
民
や
利
用
者
が
ど
の
よ
う
な

方
向
性
を
望
ん
で
い
る
か
、
継
続
し
た
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
が
重
要
と
考
察
し
て
い
る
。

有
料
化
が
公
園
の
利
用
を
阻
害
し
な
い

か
と
い
う
の
が
、
実
証
実
験
当
初
か
ら
の

関
係
者
の
懸
念
で
あ
っ
た
。
公
共
の
施
設

で
あ
る
以
上
、
利
用
の
公
平
性
が
求
め
ら

れ
る
た
め
で
、
金
額
は
訪
問
を
阻
害
し
な

い
程
度
に
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Bow
ker, et al.（1999

）は
、１
９
９
５

年
の
国
勢
調
査
の
回
答
と
属
性
と
の
関
係

を
分
析
し
た
。入
園
料
の
導
入
と
税
収
の

両
者
で
管
理
を
行
う
こ
と
が
支
持
さ
れ

た
が
、
そ
の
回
答
は
年
齢
や
人
種
、
収
入
、

世
帯
人
数
、
学
歴
、
性
別
、
地
域
に
よ
り

異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
特
に
、
収
入

と
人
種
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
た
。

所
得
の
影
響
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に

分
析
し
たBurns &

 Graefe

（2006

）は
、

国
有
林
の
利
用
意
向
が
低
所
得
者
層
で

消
極
的
で
あ
り
、
有
料
化
の
支
持
が
低
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
も
と
も
と

低
所
得
者
は
ア
ウ
ト
ド
ア
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
へ
の
関
心
が
低
い
た
め
、
低
所
得
者

層
の
利
用
意
欲
を
有
料
化
が
阻
害
し
て
い

る
と
ま
で
は
言
え
ず
、
そ
の
関
連
は
複
雑

で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
現
在
、
こ
れ

ら
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
高
齢
者
や
子

ど
も
の
割
引
、
無
料
開
放
な
ど
が
行
わ
れ

て
い
る
。

同
時
に
、
実
証
実
験
を
行
っ
た
国
立
公
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13 特集◉入山料を問う
特集 2 国立公園の有料化に対する利用者の意識——アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から

園
の
自
然
保
護
官
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

も
報
告
さ
れ
て
い
る（Field, et al., 1998

）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
有
料
化
に
よ
る
利
用
者

の
減
少
や
、
地
元
住
民
の
利
用
回
数
が
減

少
す
る
と
い
っ
た
傾
向
の
変
化
は
見
ら
れ

ず
、
利
用
者
と
地
元
に
好
意
的
に
受
け
止

め
ら
れ
て
い
る
と
の
回
答
が
大
半
で
あ
っ

た
。
有
料
化
で
収
入
を
保
持
で
き
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
場
の
裁
量
で
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
の
執
行
が
可
能
と
な
り
、
施
設
の

改
修
や
新
設
が
進
ん
だ
こ
と
が
分
か
っ
た

（
写
真
２
）。

た
だ
し
、
資
金
の
配
分
や
事
業
計
画
の

立
案
・
承
認
な
ど
の
作
業
が
増
加
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
専
門
技
術
や
会
計
処
理
の

で
き
る
職
員
の
不
足
が
顕
在
化
し
た
。
こ

れ
ら
の
現
場
の
声
を
受
け
て
、
実
証
実
験

で
の
収
入
に
よ
る
事
業
の
執
行
は
、
年
度

を
ま
た
い
で
延
長
し
て
よ
い
と
い
う
措
置

も
取
ら
れ
た
。

大
雪
山
登
山
者
の

協
力
金
に
対
す
る
意
識

有
料
化
に
対
す
る
利
用
者
の
意
識
に
つ

い
て
は
、
我
が
国
で
も
調
査
が
行
わ
れ
て

い
る
。

２
０
０
１
年
（
平
成
13
年
）
の
環
境
省

に
よ
る
国
立
公
園
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
、

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）
の
内
閣
府
に

よ
る
国
勢
調
査
な
ど
が
あ
り
、
国
立
公
園

内
の
保
護
や
施
設
整
備
の
た
め
の
利
用
者

の
負
担
や
、
入
園
料
の
望
ま
し
い
金
額
に

つ
い
て
調
査
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
地

で
導
入
が
増
え
て
い
る
協
力
金
の
あ
り
方

や
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
調
査

は
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
報
告
さ
れ

て
い
る
事
例
は
少
な
い
。

こ
こ
で
、
避
難
小
屋
の
利
用
や
ト
イ
レ

の
利
用
に
協
力
金
が
導
入
さ
れ
て
い
る
大

雪
山
国
立
公
園
の
登
山
者
の
意
識
調
査
の

結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

大
雪
山
国
立
公
園
で
は
、黒
岳
石
室
お

よ
び
白
雲
岳
避
難
小
屋
（
以
下
、
白
雲

小
屋
）、
野
営
指
定
地
の
宿
泊
、
黒
岳
石

室
バ
イ
オ
ト
イ
レ
（
以
下
、
黒
岳
ト
イ

レ
）
の
使
用
、
姿
見
の
池
探
勝
歩
道
（
以

下
、
姿
見
）
の
入
域
の
際
に
協
力
金
の
支

払
い
を
登
山
者
に
依
頼
し
て
い
る
。
中
で

も
黒
岳
ト
イ
レ
は
、
お
が
く
ず
の
交
換
・

処
理
費
用
の
約
半
分
を
協
力
金
の
収
入

に
依
存
し
て
お
り
、
無
人
の
募
金
箱
に
入

れ
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
協
力
金
の
徴

収
率
を
上
げ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
（
写
真
３
）。

調
査
は
、
層
雲
峡
温
泉
・
黒
岳
石

室
・
白
雲
小
屋
・
姿
見
・
旭
岳
温
泉
で
、

２
０
０
８
年
（
平
成
20
年
）
７
月
か
ら
９

月
に
か
け
て
意
識
調
査
用
紙
を
配
布
し
、

郵
送
で
回
収
し
た
。
有
効
回
答
率
は
47
・

４
％
で
、
６
２
６
人
か
ら
回
答
を
得
た
。

協
力
金
の
認
知
度
は
、
黒
岳
ト
イ
レ
で

60
％
と
最
も
高
く
、姿
見
で
20
％
以
下
と

場
所
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
た
。

現
在
の
協
力
金
の
改
善
点
に
つ
い
て

聞
い
た
と
こ
ろ
、“
徴
収
場
所
を
増
や
す
”

こ
と
と
、“
徴
収
方
法
を
変
え
る
”
こ
と

が
多
く
選
択
さ
れ
た
。
徴
収
場
所
は
、“
登

山
口
”
と
“
各
施
設
”
の
両
方
が
望
ま
し

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

徴
収
方
法
は
、“
有
人
で
の
徴
収
”
が

最
も
望
ま
し
い
と
回
答
さ
れ
、
次
に
“
ガ

イ
ド
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
料
金
に
含

め
て
徴
収
”
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
た
。現
状
の
黒
岳
ト
イ
レ
の
よ
う
に“
無

人
で
の
徴
収
”
を
望
む
登
山
者
は
最
も
少

な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
登
山
道
や
野
営
地
、
ト
イ
レ

な
ど
の
施
設
ご
と
の
管
理
に
お
い
て
、
公

費
、
協
力
金
、
利
用
料
の
い
ず
れ
か
、
ま

た
は
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
望
ま
し
さ

を
質
問
し
た
。

そ
の
結
果
、
全
体
的
に
は
“
公
費
と
利

用
料
”“
公
費
と
協
力
金
”
の
組
み
合
わ

せ
が
多
く
支
持
さ
れ
、“
公
費
の
み
”“
協

写真３ 黒岳石室バイオトイレ（筆者撮影）

図１  施設ごとの管理費用の負担のあり方

登山道の補修

パトロールや清掃

登山口の駐車場

避難小屋

野営指定地

山岳トイレ

0 20 40 60 80 100
回答比率（％）

公費のみ 公費と協力金 公費と利用料 協力金のみ 利用料のみ
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力
金
の
み
”
で
維
持
管
理
す
べ
き
と
の
回

答
は
少
な
か
っ
た（
図
１
）。

た
だ
し
、
施
設
に
よ
っ
て
回
答
は
異
な

り
、
登
山
道
の
補
修
や
パ
ト
ロ
ー
ル
・
清

掃
は
“
公
費
の
み
”、
ま
た
は
“
公
費
と

協
力
金
”
が
望
ま
し
い
と
す
る
比
率
が
や

や
高
く
、
駐
車
場
や
避
難
小
屋
、
野
営
指

定
地
、山
岳
ト
イ
レ
は
“
公
費
と
利
用
料
”

の
組
み
合
わ
せ
が
望
ま
し
い
と
す
る
比
率

が
高
か
っ
た
。
特
に
登
山
口
の
駐
車
場
と

野
営
指
定
地
で
、“
利
用
料
の
み
”
が
望

ま
し
い
と
す
る
回
答
が
や
や
多
く
、
各
施

設
の
便
宜
を
受
け
る
対
象
に
よ
り
、
登
山

者
は
公
費
と
受
益
者
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
と
め

富
士
山
の
協
力
金
の
徴
収
や
世
論
調
査

の
結
果
に
お
い
て
も
、
利
用
者
が
何
ら
か

の
負
担
を
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
は
少
な
い
。

我
が
国
の
行
政
や
公
園
管
理
の
仕
組

み
に
対
応
し
た
入
園
料
や
協
力
金
の
あ
り

方
を
、
国
と
し
て
方
向
性
を
示
す
べ
き
時

期
が
来
て
い
る
。
公
平
性
や
意
思
決
定
プ

ロ
セ
ス
に
何
の
原
則
や
配
慮
事
項
も
定
め

ず
、
各
地
域
の
議
論
だ
け
に
委
ね
て
い
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
で
は
有
料
化
実

証
実
験
に
お
い
て
、
利
用
者
や
管
理
者
の

意
識
調
査
も
行
い
、
有
料
化
の
目
的
や
使

途
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
低
所
得
者
な
ど

に
配
慮
し
た
公
平
な
仕
組
み
、
金
額
の
設

定
や
有
料
化
の
意
思
決
定
に
利
害
関
係

者
を
含
め
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
も
定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
研

究
は
実
施
さ
れ
て
お
り
、
各
公
園
で
説
明

会
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
を
反

映
し
た
金
額
の
改
定
や
運
用
が
行
わ
れ
て

い
る
。

我
が
国
で
は
、
そ
も
そ
も
利
用
者
数
や

利
用
者
の
満
足
度
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
が
不
十
分
で
、
協
力
金
の
課
題
を
検
討

す
る
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
い
る
。
各
公
園

や
施
設
の
管
理
コ
ス
ト
も
明
示
し
た
上
で
、

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
議
論
が
各
地
で
行
わ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

知
床
国
立
公
園
知
床
五
湖
の
利
用
調

整
地
区
の
導
入
で
は
、
事
前
の
モ
ニ
タ
ー

ツ
ア
ー
の
結
果
や
利
用
者
の
意
識
調
査
の

結
果
も
協
議
会
に
報
告
さ
れ
、
認
定
事

業
者
の
詳
細
な
運
用
コ
ス
ト
の
計
算
結
果

と
有
料
化
に
よ
る
観
光
事
業
や
地
域
関

係
者
へ
の
影
響
も
配
慮
し
な
が
ら
認
定
手

数
料
の
議
論
が
進
め
ら
れ
た
（
愛
甲
・
大

場
、
２
０
１
４
）。

手
数
料
の
議
論
が
最
も
時
間
を
要
し

た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
地
域
と
利
用

者
に
大
き
な
混
乱
も
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
制
度
が
構
築
さ
れ
た
。
有
料
化
に

向
け
た
議
論
は
、
資
源
の
質
や
保
護
の
目

的
、
管
理
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
と

な
り
、
地
域
の
関
係
者
、
住
民
を
含
め
た

学
習
の
機
会
と
な
り
得
る
（Laarm

an 
&

 Gregersen, 1996

）。

各
地
で
協
力
金
の
徴
収
が
課
題
と
な

る
今
、
管
理
者
と
利
用
者
、
利
害
関
係

者
を
中
心
に
、
広
範
な
国
民
的
議
論
を

す
べ
き
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
あ
い
こ
う　

て
つ
や
）
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愛
甲
哲
也
（
あ
い
こ
う 

て
つ
や
）

北
海
道
大
学
大
学
院
農
学
研
究
院
准
教
授
。
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
自
然
環
境
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
、

自
然
保
護
地
の
管
理
、
都
市
公
園
の
設
計
と
管
理
を
中

心
に
研
究
。
大
雪
山
の
登
山
道
管
理
水
準
、
利
尻
山
の

登
山
の
あ
り
方
検
討
、
沖
縄
県
の
持
続
可
能
な
観
光

地
づ
く
り
、
知
床
世
界
遺
産
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
戦
略
、

礼
文
島
の
生
物
多
様
性
戦
略
な
ど
に
関
わ
る
。
市
民

団
体
「
山
の
ト
イ
レ
を
考
え
る
会
」
事
務
局
長
と
し
て
、

ロ
ー
イ
ン
パ
ク
ト
な
登
山
の
普
及
啓
発
に
も
取
り
組
む
。

主
な
著
作
と
し
て
、『
自
然
公
園
シ
リ
ー
ズ
：
利
用
者

の
行
動
と
体
験
』（
古
今
書
院
、
２
０
０
８
）、『
地
域
資

源
を
守
っ
て
い
か
す
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム 

人
と
自
然
の
共

生
シ
ス
テ
ム
』（
講
談
社
、
２
０
１
１
）
な
ど
。
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